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告 示 

 

兵庫県告示第702号の２ 

平成15年兵庫県告示第683号（漁業災害補償法の規定に基づく区域を定めたもの）の一部を次のように改正

する。 

令和３年６月22日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

 法第125条の２に規定する養殖業中 

「 

坊勢加入区 坊勢漁業協同組合の区域 

」 

を 

「 

坊勢加入区 坊勢漁業協同組合の区域 

室津加入区 室津漁業協同組合の区域 

」 

に改める。 
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